
農地転用の手続きが変わり
ます

・だれか耕作してくれないかな・・・
・後継者がいない、どうしよう・・・

久留米市の農地銀行のページへアクセス！

　農業委員会では、農地を「貸した
い、売りたい」という情報を集めて、
農地の紹介を行っています。
　また、市ホームページに農地銀行
として農地情報を掲載しています。
　まずは、当委員会にご相談くださ
い。

　平成25年まで、実家の飲食店に勤めら
れていましたが、独立しようと職業を模索
していた矢先、テレビの新規就農の特集
を見て、職業としての農業に興味をもっ
た今村さん。
　実際に親戚の農家で農業を体験し、研
修を受けてみて、自分に合うのではない
かと、就農を決断されたそうです。
　草野町で営農を始めるにあたって、農
地の調達には、農業委員会が行っている
農地銀行（貸したいと登録された農地を
借り受け）を利用されました。
　遊休農地を積極的に活用し、現在サ
ニーレタスを中心に栽培されています。

【 

編
集
後
記 

】

　

私
達
農
業
委
員
も
早
い
も
の
で
、今
年
の
7

月
で
3
年
の
任
期
を
満
了
し
ま
す
。

　

こ
の
任
期
中
に
、農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
が
改
正
さ
れ
た
り
、今
年
の
4
月
に
は
、

転
用
業
務
の
権
限
が
県
か
ら
市
に
移
譲
さ
れ

る
な
ど
、新
た
な
久
留
米
市
農
業
委
員
会
の
体

制
づ
く
り
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、全
国
的
に
農
業
委
員
会
活
動
が
目
に

見
え
な
い
、業
務
が
分
か
り
づ
ら
い
と
言
わ
れ

る
な
か
、様
々
な
情
報
等
を
お
知
ら
せ
す
る
た

め
、こ
の「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」を
発
行
で
き

た
こ
と
は
、得
が
た
い
経
験
で
し
た
。

　

皆
様
の
ご
協
力
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。残
り
の
期
間
、精
一
杯
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま

す
。

農
業
委
員
会 

広
報
部
会

　

昨
年
11
月
12
日
〜
13
日
に
第
42
回
ふ
る
さ
と
く
る
め

農
業
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
委
員
会
で
は
、13
日
に
ビ
ン
ゴ
大
会
を
行
い
、当
選

者
に
は
地
元
産
の
米
、柿
、リ
ー
フ
レ
タ
ス
、ド
レ
ッ
シ
ン

グ
を
配
布
し
、地
元
農
産
物
の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
し
た
。

　

ビ
ン
ゴ
大
会
で
は
義
援
金
を
募
り
、参
加
者
か
ら

1
2
，2
5
0
円
の
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。義
援
金
は

Ｊ
Ａ
熊
本
中
央
会
を
通
じ

て
、農
業
に
関
す
る
復
興
の
た

め
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

ま
つ
り
最
後
の
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
、農
業
委
員
が

つ
い
た
餅
を
ま
き
、お
お
い
に

賑
わ
い
を
み
せ
ま
し
た
。

　家族経営協定とは、農業経営に携わる家族１人
ひとりが、責任とやりがいを持って経営に参画でき

るように、「農業経営や生活面の役割分担」、「休日」や「労働報酬」等につい
て、家族みんなで十分話し合って家族のルールとして文書化するものです。

　家族経営は、家族だからこその良い点がある一方、経営と生活の境目が明
確でなくなり、就業環境があいまいになって、不満やストレスが生まれがちで
す。協定の締結をきっかけとして、目指すべき農業経営の姿や家族みんなが
意欲的に働くことができる環境整備について、家族内で十分に話しあうこと
が農業経営の改善につながります。

　久留米市では現在400を越える家族が協定を結ん
でいます。
　また、家族経営協定の中で、配偶者や後継者を共
同経営者と位置づけることで、認定農業者として共同
で申請し、認定を受けることもできます。

　現在、夫婦と子どもの3人で農業をしていま
すが、家庭と仕事を両立するには、家族内の役
割分担が必要だと感じています。

　友人に相談したら、家族経営協定を勧められ
ました。家族経営協定について教えてください。

農業委員･農地利用最適化
推進委員を募集します

○

○

▲草野町吉木の遊休農地を再生した新規就農者によるサニーレタスづくり（関連記事『新規就農者の紹介』）

久留米市農業委員会

主な内容

こんなときは、
農業委員会に
ご相談ください

キーワード
「家族経営協定」

って？

第
42
回 

ふ
る
さ
と
く
る
め
農
業
ま
つ
り

久留米市　農地銀行 検　索

お答えします

詳しくは、久留米市 農政課
までお尋ねください。
☎0942-30-9163

新規就農者をご紹介します！

いまむら よしあき

朝妻町 今村 吉昭さん（29歳）

▲餅まきの様子

久 留 米 市



※詳しくは、募集要項をご覧ください。
　なお、募集要項・申込書は、久留米市
　ホームページからもダウンロードできます。

【募集人数】  24人
　農業委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員
会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行う
ことができる者のうちから、市長が任命します。

【募集人数】  29人
　農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適
化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農業委
員会が委嘱します。

　

現
在
、農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に
利
用（
農

地
転
用
）す
る
場
合
に
は
、事
前
に
市
農
業
委
員

会
の
審
査
を
受
け
た
上
で
、県
の
許
可
を
得
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

久
留
米
市
は
、今
年
4
月
か
ら
、県
に
代
わ
っ
て

許
可
が
で
き
る
よ
う
に
国
か
ら
指
定
を
受
け
ま
し

た（
実
際
の
事
務
は
農
業
委
員
会
が
行
い
ま
す
）。

　

そ
の
た
め
、こ
れ
ま
で
申
請
か
ら
許
可
ま
で
約

40
日
間
か
か
っ
て
い
た
手
続
き
が
、最
短
で
15
日

間
と
な
り
、大
幅
に
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す（
転
用
さ
れ
る
土
地
の
広
さ
や
、他
の
法

律
の
許
可
と
の
関
係
で
審
査
期
間
は
変
わ
り
ま

す
）。

（
注
）許
可
基
準（
許
可
の
条
件
）は
こ
れ
ま
で
と

同
様
で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
、転
用
申
請
は
対
象
地
に
よ
っ
て
受

付
窓
口
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、4
月
か
ら
は
、

市
内
の
ど
の
農
地
を
転
用
す
る
場
合
も
、市
役
所

15
階
農
業
委
員
会
事
務
局
で
受
付
け
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

転
用
申
請
以
外
の
業
務
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で

ど
お
り
各
総
合
支
所
内
農
業
委
員
会
事
務
所
に

て
受
付
で
き
ま
す
。

【任用期間】
　平成29年7月20日 ～ 平成32年7月19日

【担当区域】

【主な業務内容】
　農業委員会の会議に出席し、農地法や他の法令業
務に基づく、農地の権利に係る許可等に関して審議を
行います。
　・農業委員会全体の企画運営
　・転用審査決定等
　・農地の利用状況の調査
　・新規就農の支援　等 【主な業務内容】

　農業委員と連携して、担当する区域において、農地
等の利用の最適化を推進する活動を行います。
　・農地の利用状況の調査
　・遊休農地の解消指導
　・農地を「借りたい（売りたい）」「貸したい（買い
　 たい）」希望者の結びつけや相談
　・新規就農の支援　等

【応募方法】
　　次の3通りの応募方法があります。            
　　○団体からの推薦
　　○個人からの推薦
　　○自らの応募

【募集期間及び提出方法】
  平成29年4月3日㈪ ～ 5月2日㈫
  持参又は郵送（2日㈫消印有効）

【募集要項・申込書の配布及び提出先】
　　○農政部総務
　　○農業委員会事務局
　　○各総合支所 農業委員会事務所

【問い合わせ先】
　　○農業委員の募集に関すること
　　　農政部総務　　　 ☎0942-30-9162
　　○農地利用最適化推進委員の募集に関すること
　　　農業委員会事務局 ☎0942-30-9236

【任用期間】
　平成29年7月20日 ～ 平成32年7月19日

　農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員はこれまで、選挙制と農業団体や議
会からの推薦により市長が選任する方法でしたが、今後は、推薦された方または応募された
方の中から、市長が議会の同意を得て任命する方法に変わりました。
　また、農地利用の最適化のため、「農地利用最適化推進委員」が新設されました。

久留米市農業委員会久留米市農業委員会

農業委員・農地利用最適化推進委員を
募集します！

現在、農業委
員44人中、5
人が女性農
業委員とし
て頑張って
います！

農業委員会は、年
齢や性別に偏りな
く構成されること
が求められてい
ます。

農業委員会の仕
事は、農地を守
るやりがいのあ
る仕事です！

農業委員の過半
数は、認定農業
者でなければな
りません。

田
中
弥
生
委
員

（
広
報
部
員
）

農業委員 農地利用最適化推進委員

約40日間

毎月25日頃
締切

翌月10日頃 翌月末以降

共通事項

区域 区域の詳細 人数
12人
7人
4人
3人
3人

田主丸区域
北野区域
城島区域
三潴区域

第2区から第5区以外の区域第1区
第2区
第3区
第4区
第5区

飯田三津雄委員
（広報部員）

農
地
転
用
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

申
請
か
ら
許
可
ま
で
の

　

期
間
が
短
く
な
り
ま
す

受
付
窓
口
が

　
　

変
わ
り
ま
す

▲農業委員会総会の様子

農業委員会受付窓口一欄

業    務 受付窓口

市役所15階
農業委員会事務局

市役所15階
農業委員会事務局
　　　又は
各総合支所
農業委員会事務所

転用申請

転用申請
以外の業務

3
月
ま
で
は

申
請
者

農
業
委
員
会

農
業
会
議

約15日間

4
月
か
ら
は

申請

意見書

この部分が無くなり
期間が短くなります

諮問

農
業
委
員
会

答申

毎月25日頃
締切

翌月10日頃 翌月15日頃

転用面積等に
よります

転用面積等に
よります

申
請
者

農
業
委
員
会

農
業
会
議

申請

諮問

申
請
者

許可書

申
請
者

許可書

農
業
委
員
会

答申

農
業
委
員
会

許可書
申
請
者

許可書

意見書

転用申請から許可までの流れ

県
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